
10 23  

 
 
 

12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

2020 1  
  

 
 

TEL 079-492-3812  

 

広
告

広
告

 
令和元年 11 月 14 日 

私立稲美中央病院 

 
 

＜＜広告原稿差し替えのお願い＞＞ 
原稿の差し替えをお願いいたします。変更箇所は下記の通りです。 
 
（１）右上の写真に重ねている文字の時間表記の部分を変更しております。 
（２）建物の画像を差し替えております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 私立稲美中央病院 私立稲美中央病院 私立稲美中央病院 私立稲美中央病院 私立稲美中央病院 私立稲美中央病院 

医療法人社団いなみ会

私私立立稲稲美美中中央央病病院院
TTEELL  007799--449922--33881122  加古郡稲美町国安  

胃胃腸腸内内科科・・内内科科・・外外科科・・脳脳神神経経外外科科・・整整形形外外科科・・循循環環器器内内科科

眼眼科科・・耳耳鼻鼻咽咽喉喉科科・・肛肛門門外外科科・・放放射射線線科科・・リリハハビビリリテテーーシショョンン科科

訪訪問問診診療療・・通通所所リリハハビビリリテテーーシショョンン・・訪訪問問リリハハビビリリテテーーシショョンン

私立稲美中央病院 私立稲美中央病院 私立稲美中央病院 私立稲美中央病院 私立稲美中央病院 私立稲美中央病院 

年年 月月 日日 木木 ～～
新新病病棟棟完完成成内内覧覧会会開開催催！！

奥ノ池墓地使用者募集
　加古地区にある奥ノ池墓地の使用希望者を募集します。

■募集区画　○柏区 1.44㎡区画（間口1.2ｍ×奥行1.2ｍ）…3区画
　　　　　　○楓区 2.70㎡区画（間口1.8ｍ×奥行1.5ｍ）…2区画
■永代使用料・永代管理料

　墓地は分譲ではなく、使用する権利を取得するだけです。
■資格要件　使用許可を受けた日から５年以内に墓碑を建立できる人で、次のいずれかに該当する人
　　　　　　①令和元年10月5日以前から引き続いて稲美町住民基本台帳に記録されている人
　　　　　　②令和元年10月5日以前から引き続いて稲美町に本籍を定めている人
■受付期間　１月６日（月）～20日（月）※土・日曜日、祝日は除く
　　　　　　※申込多数の場合は抽選　１月24日（金）14：00～　役場新館203会議室
■申込・問合先　生活環境課　☎492-9140

区　画

柏区 1.44㎡

楓区 2.70㎡

区　分
町民
町民以外
町民
町民以外

永代使用料
187,200円
280,800円
351,000円
526,500円

永代管理料
43,200円
43,200円
81,000円
81,000円

合　計
230,400円
324,000円
432,000円
607,500円

　スポーツ推進委員は、スポーツを通じた健康づくり・子どもを中心としたスポーツ環境づくりなど、幅広
い分野で活動しています。一緒に稲美町のスポーツを盛り上げていきませんか。
任　　期 令和２年４月１日～令和４年３月31日（２年間）
募集人数 若干名
応募資格 次のすべての条件に該当する人

①令和２年４月１日現在で満20歳以上の人
②スポーツに関する深い関心と理解がある人
③スポーツの実技指導及び助言に必要な熱意と能力・知識がある人、または活動の情報発信・広
報（SNS等）に知識がある人

応募締切 ２月28日（金）まで
応募方法 稲美町スポーツ推進委員応募申込書に必要事項を記入のうえ、生涯学習課スポーツ係（いなみ野

体育センター）へ提出してください。
応募申込書は、いなみ野体育センター窓口に備え付けのもの、または町ホームページに掲載して
いるものをご使用ください。

そ の 他 活動内容などの詳細については、下記までお問合せください。
申込・問合先　生涯学習課　スポーツ係（いなみ野体育センター内）
　　　　　　　☎492-1479

稲美町スポーツ推進委員を募集します

防災行政無線　戸別受信機を配付（貸与）しています
　家庭内でも屋外拡声子局（スピーカー）からの放送と同じ放送を聞くことのできる戸別受
信機を、災害発生時などに自ら避難することが著しく困難な人（避難行動要支援者）などを
対象に配付（貸与）します。

戸別受信機の配付対象
　下記の避難行動要支援者やその支援者で、希望する人（主に居宅で生活する人）。

設置費用や維持管理費など
　設置費用や使用料は必要ありません。ただし、戸別受信機の電気代や乾電池代（停電時用）が必要です。
※対象者以外の人で設置を希望される場合は、有償（28,000円）です。
※不要になった場合は必ず返却してください。
※故意または重大な過失によって受信機を破損・滅失された場合は賠償していただく場合があります。

申込方法
　設置を希望される人は、危機管理課（☎492-9168）までお申し込みください。戸別受信機の登録・設定を
した後、後日お渡しします。

設置場所・方法
　対象者本人またはその支援者のいずれかのご家族に 1台設置します（選択できます）。
　設置場所によっては、室内または屋外にアンテナを取り付けることが必要な場合があります。

防災行政無線情報テレホンサービス
　防災行政無線の放送内容は、テレホンサービス（☎492-0099）でもご確認いただけます。ただし、毎日
17：00（４月～９月は18：00）に流れる試験放送を除きます。

［問合先］　危機管理課　消防係　☎492-9168

【避難行動要支援者とは】
①要介護認定３～５を受けている人
②身体障害者手帳（１級または２級）を所持している人
③療育手帳（Ａ判定）を所持している人
④精神障害者保健福祉手帳１級を所持している人
⑤常時特別な医療を必要とする人（難病患者などの在宅療養者）
⑥その他、特に支援の必要がある人
　（例：75歳以上の一人暮らしや高齢者のみの世帯、65歳以上の寝たきりの高齢者）
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